
                                       

 

住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱い 

 

日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 

3302)」における「２ 建築用途別処理対象人員算定基準」のただし書を適用し、

算定人員を増減する場合の取扱いを次のとおり定める。 

 

第１ 算定人員の変更内容 

一戸建て住宅（専用住宅に限り、二世帯住宅を除く。以下「住宅」という。）

の浄化槽の処理対象人員について、第２に掲げる条件に適合する場合は、５人と

することができる。 

 

第２ 適用条件 

  以下のすべての条件に適合すること。 

１ 台所及び浴室がそれぞれ１箇所以内であること。 

２ 実居住人員及び将来の居住人員見込みが５人以下であること。 

３ 使用水量の見込みが１日あたり１，０００リットル以下であること。 

４ 住宅の延べ面積（増築又は改築を行う場合は、当該工事後の延べ面積）が２

００㎡以内であること。 

 

第３ 書類の提出 

１ 設置者は（別紙１）に（別紙２）を添えて市町村長に提出する。市町村長は

（別紙２）の内容で支障ない場合は受付印を押印して返却する。これを（別紙

２’）とする。設置者は、浄化槽設置届出書に（別紙２’）を添付して、関係

機関へ提出する。 

２ 設置者が市町村長である場合、市町村長は浄化槽設置届出書に（別紙３）を

添付して、関係機関へ提出する。 

 

第４ 適用日 

本取扱いは、平成２３年６月１日から適用する。 

 



                                       

（別紙１） 

 

平成 年 月 日  

 

○○市町村長 様 

 

 

浄化槽設置者 住 所 

                                           氏 名            ㊞  

 

 

一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における 

緩和措置の適用願いの提出について 

このことについて、下記の住宅に浄化槽を設置するにあたり、「建築物の用

途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」ただし書による処

理対象人員算定の緩和措置の適用を受けたいので、関係書類を添えて提出しま

す。    

記 

１ 設置場所  

２ 建築物の工事種別 
新 築 ・ 増 築 ・ 改 築 

なし（既存）・ その他（     ） 

３ 住宅の延べ面積※１ 

（≦２００㎡） 
㎡ 

４ 台所数（≦１箇所） 

 浴室数（≦１箇所） 

台所数＝    箇所 

浴室数＝    箇所 

５ 居住人員 ※２ 

（≦５人） 

（実居住人員） 

人 

（将来の見込み） 

人 

６ 使用水量見込み※３ 

（≦1,000㍑／戸・日） 
             リットル／戸・日 

７ ただし書適用により

採用する人槽 
５ 人 

※１ 増築又は改築を行う場合は、当該工事後の延べ面積を記入してください。 

※２ 住民票の写しを添付してください。新築の場合等でやむを得ず住民票の写しが

添付できない場合は、居住予定者の一覧を添付してください。 

※３ 現世帯の水道使用量等を参考にして、使用水量見込みを記入してください。 

   井戸水を利用する場合等も、できるだけ正確な使用水量見込みを記入してく

ださい。 

民間設置用① 



                                       

（別紙２） 

平成 年 月 日  

 

各関係機関の長 様 

 

浄化槽設置者 住 所 

                                           氏 名            ㊞  

 

一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における 

緩和措置の適用願い 

下記の住宅に設置する浄化槽については、「建築物の用途別による屎尿浄化

槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」に基づき７人槽が必要となりますが、

実際の使用状況から見て、明らかに実情に添いませんので、ただし書の適用をお願

いします。    

 なお、将来的な使用状況の変化等により問題が生じた場合は、設置者自らの

責任において対応することを確約します。 

記 

１ 設置場所  

２ 建築物の工事種別 
新 築 ・ 増 築 ・ 改 築 

なし（既存）・ その他（     ） 

３ 住宅の延べ面積※１ 

（≦２００㎡） 
㎡ 

４ 台所数（≦１箇所） 

 浴室数（≦１箇所） 

台所数＝    箇所 

浴室数＝    箇所 

５ 居住人員 

（≦５人） 

（実居住人員） 

人 

（将来の見込み） 

人 

６ 使用水量見込み 

（≦1,000㍑／戸・日） 
             リットル／戸・日 

７ ただし書適用により

採用する人槽 
５ 人 

※１ 増築又は改築を行う場合は、当該工事後の延べ面積を記入してください。 

（備考） 

・保健所管轄区域内（権限移譲未済み）は４部 

 ・市町村管轄区域内（権限移譲済み）は３部 

民間設置用② 

※市町村受付欄 



                                       

（別紙３） 

平成 年 月 日  

 

各関係機関の長 様 

 

浄化槽設置者 ○○市町村長 ㊞ 

 

一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における 

緩和措置の適用願い 

下記の住宅に設置する浄化槽については、「建築物の用途別による屎尿浄化

槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」に基づき７人槽が必要となりますが、

実際の使用状況から見て、明らかに実情に添いませんので、ただし書の適用をお願

いします。    

 なお、将来的な使用状況の変化等により問題が生じた場合は、使用者自らの

責任において対応することを確約します。 

記 

１ 設置場所  

２ 建築物の工事種別 
新 築 ・ 増 築 ・ 改 築 

なし（既存）・ その他（     ） 

３ 住宅の延べ面積※１ 

（≦２００㎡） 
㎡ 

４ 台所数（≦１箇所） 

 浴室数（≦１箇所） 

台所数＝    箇所 

浴室数＝    箇所 

５ 居住人員 

（≦５人） 

（実居住人員） 

人 

（将来の見込み） 

人 

６ 使用水量見込み 

（≦1,000㍑／戸・日） 
             リットル／戸・日 

７ ただし書適用により

採用する人槽 
５ 人 

※１ 増築又は改築を行う場合は、当該工事後の延べ面積を記入してください。 

（備考） 

【建築確認が必要な場合】 

  ・保健所管轄区域内（権限移譲未済み）は４部 

  ・市町村管轄区域内（権限移譲済み）は３部 

【建築確認が不要な場合】 

  ・保健所管轄区域内（権限移譲未済み）は３部 

  ・市町村管轄区域内（権限移譲済み）は２部 

市町村設置用 



                                       

 

 

 

１．民間設置者が設置する場合 

１－１ 設置者：【民間】、建築確認：【要】、権限移譲：【未】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 設置者：【民間】、建築確認：【要】、権限移譲：【済】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 設置者：【民間】、建築確認：【不要】、権限移譲：【未】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４ 設置者：【民間】、建築確認：【不要】、権限移譲：【済】 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸建一戸建一戸建一戸建てててて住宅住宅住宅住宅にににに設置設置設置設置するするするする浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽のののの処理対象人員算定処理対象人員算定処理対象人員算定処理対象人員算定におけるにおけるにおけるにおける緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置    

手続手続手続手続きのながれきのながれきのながれきのながれ    

 

 

市 町 村 長 

 

 

設 置 者 

設 置 者 

①適用願の提出 

②適用願の受理 

別紙２（４部） 

別紙１（１部） 

別紙２’（４部） 

※受付印を押印 
して返却 

２部  

建築主事 

又は 

指定確認 

検査機関 

保 健 所 長 

１部 

１部 

市 町 村 長 
を添付（４部） 

別紙２’を添付（４部） 

③浄化槽設置届出書 

★建築確認申請★ 

 

 

市 町 村 長 

 

 

設 置 者 

設 置 者 

①適用願の提出 

②適用願の受理 

別紙２（３部） 

別紙１（１部） 

別紙２’（３部） 

※受付印を押印 
して返却 

１部 

 

建築主事 

又は 

指定確認 

検査機関 

市 町 村 長 

１部 

を添付（３部） 

別紙２’を添付（３部） 

③浄化槽設置届出書 

★建築確認申請★ 

 

 

市 町 村 長 

 

 

設 置 者 

市 町 村 長 

①適用願の提出 

②適用願の受理 

別紙２（４部） 

別紙１（１部） 

別紙２’（４部） 

※受付印を押印 
して返却 

１部  

 

保健所長 

特定行政庁 

１部 

１部 

設 置 者 
の提出（４部） 

別紙２’を添付（４部） 

③浄化槽設置届出書 

 

 

市 町 村 長 

 

 

設 置 者 

①適用願の提出 

②適用願の受理 

別紙２（３部） 

別紙１（１部） 

別紙２’（３部） 

※受付印を押印 
して返却 

１部 
 

 

市町村長 

特定行政庁 

１部 

設 置 者 

の提出（３部） 

別紙２’を添付（３部） 

③浄化槽設置届出書 

※市町村の方針により、①～③を同時に行うことも可能。各市町村にご相談ください。 



                                       

２．市町村が設置する場合 

２－１ 設置者：【市町村】、建築確認：【要】、権限移譲：【未】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 設置者：【市町村】、建築確認：【要】、権限移譲：【済】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 設置者：【市町村】、建築確認：【不要】、権限移譲：【未】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－４ 設置者：【市町村】、建築確認：【不要】、権限移譲：【済】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定行政庁：建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域に

ついては都道府県知事をいう。熊本県内であれば、熊本県、熊本市、八代市が特定行政庁。熊本県につい

ては、所管する各地域振興局建築担当部署に送付ください。 

２部 
 

 

設 置 者 

（市町村） 

 

建築主事 

又は 

指定確認 

検査機関 

保 健 所 長 

設 置 者 

（市町村） 

１部 

１部 

市 町 村 長 

を添付（４部） 

別紙３を添付（４部） 

①浄化槽設置届出書 

★建築確認申請★ 

 

 

設 置 者 

（市町村） 

 

建築主事 

又は 

指定確認 

検査機関 

市 町 村 長 

を添付（３部） 

別紙３を添付（３部） 

①浄化槽設置届出書 

★建築確認申請★ 

※確認申請書の副本として 

※市町村長の控えとして 

設 置 者 

（市町村） 

※確認申請書の副本として 

※市町村長の控えとして 

１部 
 

 

設 置 者 

（市町村） 

 

 

保 健 所 長 

特定行政庁 

市 町 村 長 

（設置者） 

１部 

の提出（３部） 

別紙３を添付（３部） 

①浄化槽設置届出書 

１部 

 

 

設 置 者 

（市町村） 

 

 

市 長 村 長 特定行政庁 
の提出（２部） 

別紙３を添付（２部） 

①浄化槽設置届出書 

１部 

１部 


